
資金名 融資利率
融資限度額 ※（注２） 償還期間（据置期間） 信用保証 ※（注３）

担保
運転資金 設備資金 運転資金 設備資金 付保 利用者負担保証料率

20災害復旧資金
地震、豪雨等の災害の
被害を受けた中小企業者等の
事業復旧を支援

別に定める※

　　万円 万円

別に定める※ 別に定める※ 別に定める※
金融機関又は
県信用保証協会
所定方法8,000 8,000

※この資金は災害が発生したときに、その規模等により取扱いを開始します

資金名 融資利率
融資限度額 ※（注２） 償還期間（据置期間） 信用保証 ※（注３）

担保
運転資金 設備資金 運転資金 設備資金 付保 利用者負担保証料率

21危機関連
対応資金
大規模な経済危機、
自然災害等により、
危機関連保証の認定を受けた
事業者の方を支援

年1.0％  

万円 万円

7年以内
（1年以内）

10年以内
（1年以内）

すべて必要
年０．６%

（県保証料補給率0.2％）
原則無担保10,000 10,000

機関名 所在地 電話番号 担当地域

県
庁
岐阜県商工労働部
　商業・金融課 資金融資係

〒500-8570
岐阜市薮田南2-1-1
　岐阜県庁11階

058
272-8389（直通）

県内全域
岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・
瑞穂市・本巣市・羽島郡・本巣郡

各
県
事
務
所

西濃県事務所
　振興防災課 産業労働係

〒503-0838
大垣市江崎町422-3
　西濃総合庁舎内

0584
73-1111（代表）

大垣市・海津市・養老郡・
不破郡・安八郡

揖斐県事務所
　振興防災課 産業労働係

〒501-0603
揖斐郡揖斐川町上南方1-1
　揖斐総合庁舎内

0585
23-1111（代表） 揖斐郡

可茂県事務所
　振興防災課 産業労働係

〒505-8508
美濃加茂市古井町下古井2610-1
　可茂総合庁舎内

0574
25-3111（代表） 美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡

中濃県事務所
　振興防災課 産業労働係

〒501-3756
美濃市生櫛1612-2
　中濃総合庁舎内

0575
33-4011（代表） 関市・美濃市・郡上市

東濃県事務所
　振興防災課 産業労働係

〒507-8708
多治見市上野町5-68-1
　東濃西部総合庁舎内

0572
23-1111（代表） 多治見市・瑞浪市・土岐市

恵那県事務所
　振興防災課 産業労働係

〒509-7203
恵那市長島町正家後田1067-71
　恵那総合庁舎内

0573
26-1111（代表） 中津川市・恵那市

飛驒県事務所
　振興防災課 産業労働係

〒506-8688
高山市上岡本町7-468
　飛驒総合庁舎内

0577
33-1111（代表） 高山市・飛驒市・下呂市・大野郡

業　種 資本金 従業員数

ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ
製造業並びに工業用ベルト製造業を除く） ３億円以下 900人以下

ソフトウェア業・情報処理サービス業 ３億円以下 300人以下

旅館業 ５千万円以下 200人以下

業　種 資本金 従業員数

小　売　業（飲食店を含む） ５千万円以下 　50人以下

サービス業 ５千万円以下  100人以下

卸　売　業 　1億円以下  100人以下

製造業等（建設業・運輸業等を含む） 　３億円以下  300人以下

ただし、次の業種については以下のとおりです。


